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工事共通仕様書（電気・機械工事編） 新旧対照表 

           【現行】            【改定案】           【備考】  

 

 

 

第３節 施工及び現場管理 

 

1.3.1 施工管理 

（１）受注者は，施工計画書に示される作業手順に従って施工し，最新

の工事施工管理基準（仙台市水道局施工管理基準（水道施設用機

械・電気設備編））により施工管理を行わなければならない。な

お，工事施工管理基準により定められていない工種については，監

督職員と協議のうえ，施工管理を行うものとする。 

 

（省 略） 

 

1.3.13 工事の下請負 

（１）工事の全部又は大部分を一括下請負し，又はその他不適切な形態

の下請負契約を締結してはならない。 

（２）受注者は，工事の一部を下請負に付する場合には，契約書第 7条

による通知を行うこと。また，以下の各号に掲げる要件をすべて満

たさなければならない。 

（イ） 受注者が，工事の施工につき総合的に企画，指導及び調整す

るものであること。 

（ロ）下請負者が仙台市水道局の工事指名競争入札参加者である場

合には，指名停止期間中でないこと。 

（ハ）下請負者は，当該下請負工事の施工能力を有すること。 

（ニ）下請負者は，社会保険等（健康保険，厚生年金保険，雇用保

険）に加入していること。 

（３）下請体制表には，工事全体の施工体制を把握するため，委託（交

通誘導警備員・収集運搬等）業者も記載すること。但し，下請負金

額に委託金額は含めない。 

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

第３節 施工及び現場管理 

 

1.3.1 施工管理 

（１）受注者は，施工計画書に示される作業手順に従って施工し，最新

の工事施工管理基準（仙台市水道局施工管理基準（水道施設用機

械・電気設備編））により施工管理を行わなければならない。な 

お，工事施工管理基準により定められていない工種については，監

督職員と協議のうえ，施工管理を行うものとする。 

 

（省 略） 

 

1.3.13 工事の下請負 

（１）工事の全部又は大部分を一括下請負し，又はその他不適切な形態

の下請負契約を締結してはならない。 

（２）受注者は，工事の一部を下請負に付する場合には，契約書第 7条

による通知を行うこと。また，以下の各号に掲げる要件をすべて満

たさなければならない。 

（イ） 受注者が，工事の施工につき総合的に企画，指導及び調整す 

るものであること。 

（ロ）下請負者が仙台市水道局の工事指名競争入札参加者である場 

合には，指名停止期間中でないこと。 

（ハ）下請負者は，当該下請負工事の施工能力を有すること。 

（ニ）下請負者は，社会保険等（健康保険，厚生年金保険，雇用保

険）に加入していること。 

 

 

 

 

 

（省 略） 

 

 

 

工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

第 3節 施工及び現場管理 

1.3.13 工事の下請負 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出不要となっているこ

とから削除 
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工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

提出書類一覧表 

 

 

 

 

 

様式 4-2 

提出不要となっているた

め削除 

 

様式 4-3 号 

提出不要となっているた

め削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和7年4月1日改定

様式番号 様　式　名　称 土木・管条項 電気・機械条項 提　出　期　日 部数 摘　　要

1-2 質問回答書（現場説明当日用） 約款第１条

1-3 現場説明書 約款第１条

2
設計図書等に関する質問・回答

書

現場説明者が指示する期日

まで
1

4 着手届等 契約締結の日から14日以内 2

4-2
 請負代金内訳書の提出について

 （余裕期間を設定した工事）
 契約締結の日から14日以内 2

4-3
 着手届等

 （余裕期間を設定した工事）
 着手指定日から14日以内 2

契約締結後14日以内 着手届等に添付

変更契約時 工期を変更する場合

6 下請負人通知書（第　回） 下請契約後直ちに 1 参考様式（市）

8 監督職員通知書 － －

8-2 監督職員変更通知書 － －

8-3 監督職員通知書 － －

9 現場代理人等通知書
契約締結の日から14日以内

（変更はその都度）
2 参考様式（市）

9-1 現場代理人兼務届出書 1 参考様式（市）

9-2 主任技術者兼務届出書 1 参考様式（市）

9-3 監理技術者兼務届出書 1 参考様式（市）

9-4 人員の配置を示す計画書 － 参考様式（市）

11 経歴書
契約締結の日から14日以内

（変更はその都度）
2

参考様式（市）

現場代理人等通知書

に添付

12 工事履行報告書 翌月の５営業日以内 1

13 工事関係者措置請求書 その都度 －

14 工事材料検査（確認）について その都度 2

・参考様式は国土交通省、宮城県、仙台市の様式での提出も可とする。

5 工事工程表
約款第３条

2
変更は工事変更協議書

約款第11条

現場説明書等

現場説明書等

現場説明書等

現場説明書等

約款第１条

規程第23条第２項，約款第３条

 規程第23条第１項，約款第３条

 規程第23条第２項，約款第３条

約款第12条第１項，第２項

約款第９条第１項，第３項

約款第10条第1項

約款第10条第1項

約款第13条第２項

工　事　書　類　一　覧　表

【電気・機械工事編】

約款第７条

約款第９条第１項

約款第９条第１項

規 程 ： 仙台市水道局契約規程

約 款 ： 工事請負契約書契約約款
仕 様 ： 工事共通仕様書（電気・機械工事編）

： 工事共通仕様書（土木・配管工事編）

副産物要綱 ： 仙台市水道局発注工事における
建設副産物適正処理推進要綱

令和8年4月1日改定

様式番号 様　式　名　称 土木・管条項 電気・機械条項 提　出　期　日 部数 摘　　要

1-2 質問回答書（現場説明当日用） 約款第１条

1-3 現場説明書 約款第１条

2
設計図書等に関する質問・回答

書

現場説明者が指示する期日

まで
1

4 着手届等 契約締結の日から14日以内 2

契約締結後14日以内 着手届等に添付

変更契約時 工期を変更する場合

6 下請負人通知書（第　回） 下請契約後直ちに 1 参考様式（市）

8 監督職員通知書 － －

8-2 監督職員変更通知書 － －

8-3 監督職員通知書 － －

9 現場代理人等通知書
契約締結の日から14日以内

（変更はその都度）
2 参考様式（市）

9-1 現場代理人兼務届出書 1 参考様式（市）

9-2 主任技術者兼務届出書 1 参考様式（市）

9-3 監理技術者兼務届出書 1 参考様式（市）

9-4 人員の配置を示す計画書 － 参考様式（市）

11 経歴書
契約締結の日から14日以内

（変更はその都度）
2

参考様式（市）

現場代理人等通知書

に添付

12 工事履行報告書 翌月の５営業日以内 1

13 工事関係者措置請求書 その都度 －

14 工事材料検査（確認）について その都度 2

・参考様式は国土交通省、宮城県、仙台市の様式での提出も可とする。

5 工事工程表
約款第３条

2
変更は工事変更協議書

約款第11条

現場説明書等

現場説明書等

現場説明書等

現場説明書等

約款第１条

規程第23条第２項，約款第３条

約款第12条第１項，第２項

約款第９条第１項，第３項

約款第10条第1項

約款第10条第1項

約款第13条第２項

工　事　書　類　一　覧　表

【電気・機械工事編】

約款第７条

約款第９条第１項

約款第９条第１項

規 程 ： 仙台市水道局契約規程
約 款 ： 工事請負契約書契約約款
仕 様 ： 工事共通仕様書（電気・機械工事編）

： 工事共通仕様書（土木・配管工事編）
副産物要綱 ： 仙台市水道局発注工事における

建設副産物適正処理推進要綱
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工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

提出書類一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式番号 様　式　名　称 土木・管条項 電気・機械条項 提　出　期　日 部数 摘　　要

16 支給・貸与品要求書 使用開始日の14日前まで 1

17 支給品受領書 引渡の日から７日以内 1 関連：様式16

18 支給品精算書 その都度 2 2部提出1部返却

19 貸与品借用書 引渡の日から７日以内 1 関連：様式16

20 貸与品返納書 その都度 2 2部提出1部返却

24 工事の（ ）一時中止について その都度 －

24-2
工事の（ ）一時中止の（ ）再

開について

25 工期の延期について 約款第21条 その都度 －

28 完成届 約款第31条第１項
完成日（契約工期末日の14
日前まで）

1

29 完成検査日通知書 約款第31条第２項 その都度 －

29-2  既済部分検査日通知書 約款第37条第３項 その都度 －

29-3  一部完成検査日通知書 その都度 －

29-4  中間検査日通知書 その都度 －

29-5  精算検査日通知書 約款第52条第１項 その都度 －

30 検査結果通知書 検査後速やかに －
２部通知、発注者・受注

者双方で原本を保管

30-2 一部完成検査結果通知書 検査後速やかに －

30-3 中間検査結果通知書 検査後速やかに －

30-4 精算検査結果通知書 検査後速やかに －

33 修補完了届 約款第31条第６項 修補完了後速やかに 1

34 中間前金払認定請求書 約款第34条の２第１項 その都度 1 様式50も提出

35 中間前金払認定調書 約款第34条の２第２項 請求後７日以内 －

36 既済部分検査依頼書
約款第37条第２

項，第38条第１項
その都度 1

37 既済部分検査結果通知書 約款第37条第３項 検査後速やかに －

38 出来高内訳書（土木工事用） 約款第37条第２項 その都度 1
既済部分検査

依頼書に添付

38-2 出来高内訳書（建築工事用） 約款第37条第２項 その都度 1
既済部分検査

依頼書に添付

38-3 出来高内訳書（電気・機械工事用） 約款第37条第２項 その都度 1
既済部分検査
依頼書に添付

39 指定部分に係る工事目的物引渡書 約款第38条第１項 検査後速やかに 1

 約款第38条第１項，第31条第２項

約款第31条

 約款第38条第１項，第31条第２項

約款第52条第１項

約款第15条第３項

約款第15条第９項

約款第15条

約款第15条第３項

約款第20条第１項，第２項

約款第15条第９項

様式番号 様　式　名　称 土木・管条項 電気・機械条項 提　出　期　日 部数 摘　　要

16 支給・貸与品要求書 使用開始日の14日前まで 1

17 支給品受領書 引渡の日から７日以内 1 関連：様式16

18 支給品精算書 その都度 2 2部提出1部返却

19 貸与品借用書 引渡の日から７日以内 1 関連：様式16

20 貸与品返納書 その都度 2 2部提出1部返却

24 工事の（ ）一時中止について その都度 －

24-2
工事の（ ）一時中止の（ ）再

開について

25 工期の延期について 約款第21条 その都度 －

28 完成届 約款第31条第１項
完成日（契約工期末日の14
日前まで）

1

29 完成検査日通知書 約款第31条第２項 その都度 －

29-2  既済部分検査日通知書 約款第37条第３項 その都度 －

29-3  一部完成検査日通知書 その都度 －

29-4  中間検査日通知書 その都度 －

29-5  精算検査日通知書 約款第52条第１項 その都度 －

30 検査結果通知書 検査後速やかに －
２部通知、発注者・受注

者双方で原本を保管

30-2 一部完成検査結果通知書 検査後速やかに －

30-3 中間検査結果通知書 検査後速やかに －

30-4 精算検査結果通知書 検査後速やかに －

33 修補完了届 約款第31条第６項 修補完了後速やかに 1

34 中間前金払認定請求書 約款第34条の２第１項 その都度 1 様式50も提出

35 中間前金払認定調書 約款第34条の２第２項 請求後７日以内 －

36 既済部分検査依頼書
約款第37条第２

項，第38条第１項
その都度 1

37 既済部分検査結果通知書 約款第37条第３項 検査後速やかに －

38 出来高内訳書（土木工事用） 約款第37条第２項 その都度 1
既済部分検査

依頼書に添付

38-2 出来高内訳書（建築工事用） 約款第37条第２項 その都度 1
既済部分検査

依頼書に添付

38-3 出来高内訳書（電気・機械工事用） 約款第37条第２項 その都度 1
既済部分検査
依頼書に添付

39 指定部分に係る工事目的物引渡書 約款第38条第１項 検査後速やかに 1

 約款第38条第１項，第31条第２項

約款第31条

 約款第38条第１項，第31条第２項

約款第52条第１項

約款第15条第３項

約款第15条第９項

約款第15条

約款第15条第３項

約款第20条第１項，第２項

約款第15条第９項
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工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

提出書類一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 51 の 2，51 の 3 

仙台市建設工事の安全に

関する要綱等の改定に対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 67①，②，③ 

建設副産物要綱の改正に

伴い削除 

 

様式番号 様　式　名　称 土木・管条項 電気・機械条項 提　出　期　日 部数 摘　　要

40 指定部分に係る工事目的物引受書 約款第38条第１項 引渡書受理後速やかに －

41 施工体制台帳 仕様 1-10 第１項 仕様 1.1.6 (2) 下請契約後速やかに 1 参考様式（国）

41の3 作業員名簿 仕様 1-10 第１項 仕様 1.1.6 (2) 下請契約後速やかに 1 参考様式（国）

42 施工体系図 仕様 1-10 第２項 仕様 1.3.14(2) 下請契約後速やかに 1 参考様式（国）

44
監理(主任)技術者、監理技術者補

佐　名札
仕様 1-10 第３項 仕様 1.3.14(3) － － 参考様式（県）

45 工事現場発生品引渡書 仕様 1-17 仕様 1.5.4 その都度 2 2部提出1部返却

46 工事現場発生品調書 仕様 1-17 仕様1.5.4 その都度

48 段階確認書・立会願 仕様 1-20 第６項 仕様 1.7.1(6) その都度 2

50 工事履行報告書（中間前金払用） 仕様 1-24 第７項 仕様 1.7.3(6) その都度 1 様式34と同時

50の2 中間出来高内訳書 様式50に添付

51 事故報告書 仕様 1-34 仕様 1.3.8 監督職員が指示する期日まで 1

52 個人情報を含む貸与品借用書 仕様 1-49 第１１項 仕様 1.1.17（11） その都度 1

53 個人情報を含む貸与品返還書 仕様 1-49 第１２項 仕様 1.1.17（12） その都度 2 2部提出1部返却

54-2
創意工夫・社会性等に関する実施

状況
仕様 1-53 仕様 1.1.19 その都度 1

54の2
創意工夫・社会性等に関する実施

状況（説明資料）
仕様 1-53 仕様 1.1.19 その都度 1

55の2 技術者・技能者届 仕様 1.3.1(5)
技術者・技能者による

着手前まで
1

61 工場立会検査願 仕様 1.6.5(4) 立会検査10日前まで

62 土地使用承諾書 仕様 1.3.12 その都度

63 土地使用完了確認書 仕様 1.3.12 その都度

64-1
建設業退職金共済証紙購入状況

報告書
仕様 1.1.15(4) 1ヶ月以内

64-2
建設業退職金共済証紙購入状況

追加報告書
仕様 1.1.15(4) その都度

65
建設業退職金共済証紙使用実績

報告書
仕様 1.1.15(4) 完成と同時に

66-1
建設業退職金共済証紙

配布状況総括表
仕様 1.1.15(4) 完成と同時に

66-2
建設業退職金共済証紙

貼付実績報告書
仕様 1.1.15(4) 完成と同時に

 67①
 分別解体等の計画等（建築物に係

 る解体工事）
 副産物要綱第９条

 第１項，第２項
 工事落札後，契約までの間 1  説明書に添付

 67②
 分別解体等の計画等（建築物に係

 る新築工事等）
 副産物要綱第９条

 第１項，第２項
 工事落札後，契約までの間 1  説明書に添付

 67③
 分別解体等の計画等（建築物以外の

 ものに係る解体工事又は新築工事等）

 副産物要綱第９条

 第１項，第２項
 工事落札後，契約までの間 1  説明書に添付

様式番号 様　式　名　称 土木・管条項 電気・機械条項 提　出　期　日 部数 摘　　要

40 指定部分に係る工事目的物引受書 約款第38条第１項 引渡書受理後速やかに －

41 施工体制台帳 仕様 1-10 第１項 仕様 1.1.6 (2) 下請契約後速やかに 1 参考様式（国）

41の3 作業員名簿 仕様 1-10 第１項 仕様 1.1.6 (2) 下請契約後速やかに 1 参考様式（国）

42 施工体系図 仕様 1-10 第２項 仕様 1.3.14(2) 下請契約後速やかに 1 参考様式（国）

44
監理(主任)技術者、監理技術者補

佐　名札
仕様 1-10 第３項 仕様 1.3.14(3) － － 参考様式（県）

45 工事現場発生品引渡書 仕様 1-17 仕様 1.5.4 その都度 2 2部提出1部返却

46 工事現場発生品調書 仕様 1-17 仕様1.5.4 その都度

48 段階確認書・立会願 仕様 1-20 第６項 仕様 1.7.1(6) その都度 2

50 工事履行報告書（中間前金払用） 仕様 1-24 第７項 仕様 1.7.3(6) その都度 1 様式34と同時

50の2 中間出来高内訳書 様式50に添付

51 事故報告書 仕様 1-34 仕様 1.3.8 監督職員が指示する期日まで 1

51の2 再発防止検討報告書 監督職員が指示する期日まで 1

51の3
事故調査委員会の調査・検討に対

する改善報告書
監督職員が指示する期日まで 1

52 個人情報を含む貸与品借用書 仕様 1-49 第１１項 仕様 1.1.17（11） その都度 1

53 個人情報を含む貸与品返還書 仕様 1-49 第１２項 仕様 1.1.17（12） その都度 2 2部提出1部返却

54-2
創意工夫・社会性等に関する実施

状況
仕様 1-53 仕様 1.1.19 その都度 1

54の2
創意工夫・社会性等に関する実施

状況（説明資料）
仕様 1-53 仕様 1.1.19 その都度 1

55の2 技術者・技能者届 仕様 1.3.1(5)
技術者・技能者による

着手前まで
1

61 工場立会検査願 仕様 1.6.5(4) 立会検査10日前まで

62 土地使用承諾書 仕様 1.3.12 その都度

63 土地使用完了確認書 仕様 1.3.12 その都度

64-1
建設業退職金共済証紙購入状況

報告書
仕様 1.1.15(4) 1ヶ月以内

64-2
建設業退職金共済証紙購入状況

追加報告書
仕様 1.1.15(4) その都度

65
建設業退職金共済証紙使用実績

報告書
仕様 1.1.15(4) 完成と同時に

66-1
建設業退職金共済証紙

配布状況総括表
仕様 1.1.15(4) 完成と同時に

66-2
建設業退職金共済証紙

貼付実績報告書
仕様 1.1.15(4) 完成と同時に

現場説明書等

現場説明書等



 

工事共通仕様書（電気・機械工事編）工事関係提出様式 新旧対照表 

           【現行】            【改定案】           【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

提出書類一覧表 

 

 

 

様式 74，75 

提出不要となったことか

ら削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 92 

提出不要となったことか

ら削除 

 

 

 

 

様式 99 

仙台市土木工事等におけ

る週休２日工事実施要領

の策定に伴い削除 

様式番号 様　式　名　称 土木・管条項 電気・機械条項 提　出　期　日 部数 摘　　要

68 説明書 工事落札後，契約までの間 1

70 告知書
副産物要綱第11条

第２項
その都度 1

71
再生資源利用計画書

（建設資材搬入工事用）

副産物要綱第11条

第３項
施工計画書提出時 1 施工計画書に添付

72
再生資源利用促進計画書

（建設副産物搬出工事用）

副産物要綱第11条

第３項
施工計画書提出時 1 施工計画書に添付

73 建設廃棄物処理計画書
副産物要綱第11条

第３項
施工計画書提出時 1 施工計画書に添付

74  解体工事技術管理者届
 副産物要綱第12条

 第１項
 その都度 1

75  標識
 副産物要綱第12条

 第４項
 －  －

76
再生資源利用実施書

（建設資材搬入工事用）
副産物要綱第13条

第１項
工事完了後速やかに 1

77
再生資源利用促進実施書

（建設副産物搬出工事用）

副産物要綱第13条

第１項
工事完了後速やかに 1

78 再資源化等報告書
副産物要綱第13条

第２項
再資源化等完了後速やかに 1

79 工事に係る打合せ簿 該当条項共通 その都度 2

80 　　　に関する請求書 該当条項共通 その都度 1 受注者→局

81 　　　に関する請求書 該当条項共通 その都度 － 局→受注者

82 　　　に関する通知書 該当条項共通 その都度 1 受注者→局

83 　　　に関する通知書 該当条項共通 その都度 － 局→受注者

84 　　　に関する承諾書 該当条項共通 その都度 1 受注者→局

85 　　　に関する承諾書 該当条項共通 その都度 － 局→受注者

90 再下請負通知書 仕様 1-10 第１項 仕様 1.3.14 その都度 1 参考様式（国）

92  工事日誌（参考）  －  －  －  －

96 ワンデーレスポンス相談票 その都度 2 受注者→局

97
総合評価落札方式（技術提案

等）履行計画書

当初施工計画書の提出時ま

で
1

参考様式（局手引き）

受注者→局

98
総合評価落札方式（技術提案

等）履行確認書
工事完了後速やかに 1

参考様式（局手引き）

受注者→局

99  現場閉所実績確認書  月1回程度を目安 2
 参考様式（国）

 受注者→局

総合評価一般競争入札の手引き

総合評価一般競争入札の手引き

副産物要綱第９条第２項

施工条件明示書

 土木工事等週休２日工事要領

様式番号 様　式　名　称 土木・管条項 電気・機械条項 提　出　期　日 部数 摘　　要

68 説明書 工事落札後，契約までの間 1

70 告知書
副産物要綱第11条

第２項
その都度 1

71
再生資源利用計画書

（建設資材搬入工事用）

副産物要綱第11条

第３項
施工計画書提出時 1 施工計画書に添付

72
再生資源利用促進計画書

（建設副産物搬出工事用）
副産物要綱第11条

第３項
施工計画書提出時 1 施工計画書に添付

73 建設廃棄物処理計画書
副産物要綱第11条

第３項
施工計画書提出時 1 施工計画書に添付

76
再生資源利用実施書

（建設資材搬入工事用）

副産物要綱第13条

第１項
工事完了後速やかに 1

77
再生資源利用促進実施書

（建設副産物搬出工事用）

副産物要綱第13条

第１項
工事完了後速やかに 1

78 再資源化等報告書
副産物要綱第13条

第２項
再資源化等完了後速やかに 1

79 工事に係る打合せ簿 該当条項共通 その都度 2

80 　　　に関する請求書 該当条項共通 その都度 1 受注者→局

81 　　　に関する請求書 該当条項共通 その都度 － 局→受注者

82 　　　に関する通知書 該当条項共通 その都度 1 受注者→局

83 　　　に関する通知書 該当条項共通 その都度 － 局→受注者

84 　　　に関する承諾書 該当条項共通 その都度 1 受注者→局

85 　　　に関する承諾書 該当条項共通 その都度 － 局→受注者

90 再下請負通知書 仕様 1-10 第１項 仕様 1.3.14 その都度 1 参考様式（国）

96 ワンデーレスポンス相談票 その都度 2 受注者→局

97
総合評価落札方式（技術提案

等）履行計画書

当初施工計画書の提出時ま

で
1

参考様式（局手引き）

受注者→局

98
総合評価落札方式（技術提案

等）履行確認書
工事完了後速やかに 1

参考様式（局手引き）

受注者→局

総合評価一般競争入札の手引き

総合評価一般競争入札の手引き

副産物要綱第９条第２項

施工条件明示書
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工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 4-2 

請負代金内訳書の提出に

ついて（余裕期間を設定し

た工事） 

 

提出不要となっているこ

とから削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削  除 
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工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 4-3 

請負代金内訳書の提出に

ついて（余裕期間を設定し

た工事） 

 

提出不要となっているこ

とから削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削  除 



 

工事共通仕様書（電気・機械工事編）工事関係提出様式 新旧対照表 
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工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 51 

事故報告書 

 

 

 

仙台市建設工事の安全に

関する要綱等の改定に対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様式第 51 号（仕様 1-34 関係）（仕様 1.3.9） 

 

事故報告書 
 

    年    月    日

 

総括監督員 

                              様 

 

受 注 者 名 

現場代理人氏名                                

 

 

  事故が発生しましたので，下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 設 計 番 号  

２ 工 事 件 名  

３ 工 事 場 所  

４ 請負 代金額  

５ 契 約 工 期  

６ 災害発生日時及び天候  

７ 災害発生場所 

 

８ 被災(労働)者 

（物損は損害対象物） 

（年齢・経験年数等） 

９ 被災者の所属会社 

（第三者は住所等） 

（建設業許可番号・業者名・所在地・元請下請種別等） 

10 傷病の状況 

（物損は損害程度等） 

 

様式第 51号（仕様 1-34 関係） 

 

事故報告書 
 

    年    月    日

 

（総括監督員） 

                              様 

 

受 注 者 名 

現場代理人氏名                               

 

  このことについて、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．事故概要 

工 事 名  

事故発生日時・天候  

事故発生場所  

事故の種類 
(労働災害・もらい事故・死傷公衆災害・物損公衆災害の中から選択すること。) 

被災者/損害対象物 

(労働災害・もらい事故・死傷公衆災害は、年齢・性別・経験年数等。個人名等は、記載しないこと。

被災者の所属会社 
(元請下請種別・建設業許可番号・業者名・所在地等。なお、第三者の場合は、記載する必要はない。

傷病の状況/損害程度  

事故発生状況 

（作業場所・作業内容・作業環境・作業状況等） 
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11 傷病の経過 

（物損は損害経過等） 

 

12 災害発生状況 

（作業場所・作業内容・作業環境・作業状況等） 

13 災 害 原 因 

（物的原因・人的原因・管理的原因等） 

14 災害発生時の現場管理 

   状況 

（現場代理人・主任技術者・監理技術者資格専任状況・就労者数・ 

  施設及び機械の状況等） 

15 安全管理状況 

（作業前ミーティング状況・作業指揮者状況・監視人状況等） 

16 法令違反等の事実 

（労働安全衛生法等） 

17 労働基準監督署の見解 

（使用停止命令・是正勧告書・是正報告書・指導票 年月日 等） 

18 警察署の見解 

 

19 再発防止対策 

（災害原因に対する改善策） 

20 改善 の確 認 

（確認月日・確認方法） 

21 被害者に対する補償 

 

22 その他必要事項 

 

23 添 付 書 類 

（位置図・見取図・写真・診断書・損害見積書等） 

 ※事故報告の様式は，任意とする。なお，上記のような内容を必要により記載す 

２．事故原因 

事
故
原
因 

物的原因  

人的原因  

管理的原因  

その他必要事項  

添付書類 

（位置図・見取図・写真等） 

 

以上

 

※ 様式は、任意とする。なお、上記のような内容を必要により記載すること。 

※ 事故発生時は監督職員に直ちに連絡し、速やかに事故報告書を提出すること。 

※ 事故が発生した場合は、現場の安全を確保し、作業を一時中止すること。 

※ 監督職員の求めに応じ再発防止検討報告書を提出し、監督職員から指示を受けた後に作業を再開

すること。 
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様式第 51 号の 2 

 
 

 

 

工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 51 の 2 

再発防止検討報告書 

 

 

 

仙台市建設工事の安全に

関する要綱等の改定に対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    月    日

再発防止検討報告書 
 

（課公所長） 

                              様 

受 注 者 名 

現場代理人氏名                               

 

  このことについて、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．事故概要 

工 事 名  

事故発生日時・天候  

事故発生場所  

事故の種類 (労働災害・もらい事故・死傷公衆災害・物損公衆災害の中から選択すること。) 

被災者/損害対象物 (労働災害・もらい事故・死傷公衆災害は、年齢・性別・経験年数等。個人名等は、記載しないこと。

被災者の所属会社 (元請下請種別・建設業許可番号・業者名・所在地等。なお、第三者の場合は、記載する必要はない。

傷病の状況/損害程度  

傷病/損害の経過  

法令違反等の事実 （労働安全衛生法等） 

労働基準監督署の見解 （使用停止命令・是正勧告書・是正報告書・指導票 年月日 等） 

警察署の見解  

事故発生状況 （作業場所・作業内容・作業環境・作業状況等） 

 

様式無 



 

工事共通仕様書（電気・機械工事編）工事関係提出様式 新旧対照表 

           【現行】            【改定案】           【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事故原因と再発防止 

事
故
原
因 

物的原因  

人的原因  

管理的原因  

事故発生時の現場管理状

況 
（現場代理人･主任技術者･監理技術者資格専任状況･就労者数･施設及び機械の状況等） 

安全管理状況 （作業前ミーティング状況・作業指揮者状況・監視人状況等） 

再
発
防
止
対
策 

物的対策 （事故原因に対する改善策を、それぞれ記載をすること。） 

人的対策 （事故原因に対する改善策を、それぞれ記載をすること。） 

管理的対策 （事故原因に対する改善策を、それぞれ記載をすること。） 

受注者における改善の確

認 
（確認月日・確認方法等） 

被災者に対する補償  

その他必要事項  

添付書類 （位置図・見取図・写真等） 

 

以上

 

※ 様式は、任意とする。なお、上記のような内容を必要により記載する。 

様式無 



 

工事共通仕様書（電気・機械工事編）工事関係提出様式 新旧対照表 

           【現行】            【改定案】           【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 51 号の 3 

 

 

 

 

工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 51 の 2 

再発防止検討報告書 

 

 

 

仙台市建設工事の安全に

関する要綱等の改定に対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和○○年○○月○○日

仙台市○○局○○部○○課 

課長 ○○ ○○ 様 

 

 

○○株式会社      

代表取締役 ○○ ○○

○○局事故調査委員会の調査・検討結果に対する改善報告書 

 

標記の件について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．件名 

 ○○工事 

 

２．指導の対象となる建設工事事故 

 ○○年○○月○○日 ○○時○○分頃に発生した事故 

 

３．指導事項 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 

４．改善措置 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 

５．添付資料 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 

以上

様式無 



 

工事共通仕様書（電気・機械工事編）工事関係提出様式 新旧対照表 

           【現行】            【改定案】           【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 67① 

分別解体等の計画等 

 

 

 

建設副産物要綱の改正に

伴い削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削  除 



 

工事共通仕様書（電気・機械工事編）工事関係提出様式 新旧対照表 

           【現行】            【改定案】           【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 67② 

分別解体等の計画等 

 

 

 

建設副産物要綱の改正に

伴い削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削  除 



 

工事共通仕様書（電気・機械工事編）工事関係提出様式 新旧対照表 

           【現行】            【改定案】           【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 67③ 

分別解体等の計画等 

 

 

 

建設副産物要綱の改正に

伴い削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削  除 



 

工事共通仕様書（電気・機械工事編）工事関係提出様式 新旧対照表 

           【現行】            【改定案】           【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 68 

説明書 

 

 

 

建設副産物要綱の改正に

対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 68 号（副産物要綱第 9 条第 2項関係） 

様式 4（第 9条関係） 

説 明 書 

 

   年   月   日 

（発注者） 

               様 

 

氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）             

（郵便番号   －    ）電話番号   －   －       

住所                               

 

建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律第 12条第 1項の規定により，対象建設工事の

届出にかかる事項について下記のとおり説明します。 

 

記 

 

１ 工事の名称 

 

２ 工事の場所 

 

３ 工事の概要 

（１）工事の種類及び規模 

□建築物に係る解体工事 

用途    階数    工事対象床面積の合計     ㎡ 

□建築物に係る新築又は増築の工事 

用途    階数    工事対象床面積の合計     ㎡ 

□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 

用途      階数     請負代金      万円(税込) 

□建築物以外のものに係る解体工事等又は新築工事等(※           ) 

※には具体的工事の具体的種類(例：舗装，築堤，土地改良等)を記入すること。 

請負代金      万円(税込) 

（２）工期       年   月   日 ～      年   月   日 

（３）工事着手予定日       年   月   日 

（４）添付書類 

□建築物に係る解体工事の分別解体等の計画等 

□建築物に係る新築工事等(新築，増築，修繕，模様替)の分別解体等の計画等 

□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の分別解体等の計画等 

 

注：３（１）及び３（４）については該当するものにレ印をつけること。 

様式第 68 号（副産物要綱第９条第２項関係） 

様式 1（副産物要綱） 

 

説 明 書 

 

   年   月   日

（発注者） 

                様 

 

（受注者） 

                 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 12 条第 1項の規定により、対象建設工事の届

出にかかる事項について下記のとおり説明します。 

 

記 

 

１．工事の名称                                    

２．工事の概要 

（１）工事の種類及び規模 

□建築物に係る解体工事 

用途    階数    工事対象床面積の合計     ㎡ 

□建築物に係る新築又は増築の工事 

用途    階数    工事対象床面積の合計     ㎡ 

□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 

用途      階数     請負代金      万円(税込) 

□建築物以外のものに係る解体工事等又は新築工事等(※           ) 

※には具体的工事の具体的種類(例：舗装、築堤、土地改良等)を記入すること。 

請負代金      万円(税込) 

（２）添付書類（特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の別表 1～3のいずれかに必要事項

を記載したもの） 

□別表 1（建築物に係る解体工事） 

□別表 2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

□別表 3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

 

注：２（１）、（２）については該当するものにレ印をつけること。 

 



 

工事共通仕様書（電気・機械工事編）工事関係提出様式 新旧対照表 

           【現行】            【改定案】           【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 70 

告知書 

 

 

 

建設副産物要綱の改正に

対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様式第 70号（副産物要綱第 11 条第 2項関係） 

 様式 6（副産物要綱） 

 

 

告 知 書 

                               

                                  年   月   日 

（下請負人） 

                様 

 

 

氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）                

            （郵便番号   －    ）電話番号   －    －     

            住所                              

     

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第２項の規定により,対象建設工事の

届出に係る事項について告知します。 

                       

記 

      

１．告知内容 

     添付資料のとおり 

２．添付資料 

 ①別表（様式１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 

   □様式１（建築物に係る解体工事） 

□様式２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

   □様式３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

②その他の添付資料（添付する場合） 

   □案内図 

   □工程表 

 

 

様式第 70号（副産物要綱第 11条第２項関係） 

様式 2（副産物要綱） 

 

告 知 書 
 

   年   月   日

（下請負人） 

                様 

 

（受注者） 

                 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 12 条第 2項の規定により、対象建設工事の届

出に係る事項について告知します。 

 

記 

 

１．告知内容 

添付資料のとおり 

２．添付資料 

（１）別表（特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の別表 1～3のいずれかに必要事項を記

載したもの） 

□別表 1（建築物に係る解体工事） 

□別表 2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

□別表 3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

（２）その他の添付資料（添付する場合） 

□案内図 

□工程表 

 

 



 

工事共通仕様書（電気・機械工事編）工事関係提出様式 新旧対照表 

           【現行】            【改定案】           【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 74 

解体工事技術管理者届 

 

 

建設副産物要綱の改正に

伴い削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 74号（副産物要綱第 12条第 1 項関係） 

様式 8（第 12条関係） 

 

解体工事技術管理者届 

   年   月   日 

(宛先) 

仙台市水道事業管理者 様 

 

請負者 住 所                   

氏 名                   

 

     年   月   日に契約した                   工事につ

いて，仙台市発注工事における建設副産物適正処理推進要綱第 12 条の規定に基づき，下記のとお

り技術管理者を定めたので届け出ます。 

 

記 

 

技術管理者名                  

現場代理人，主任技術者，監理技術者等，その他（      ） 

※該当する職名を○で囲み（その他の場合は，括弧内に職名を記入），下

記の該当する資格種別を選んで下さい 

※監理技術者等：監理技術者，特例監理技術者，監理技術者補佐 
 

資格･試験名 種 別 

建設業法による技術検定 

囗 1 級建設機械施工技士 

囗 2 級建設機械施工技士（「第 1 種」又は「第 2 種」） 

囗 1 級土木施工管理技士，囗 2 級土木施工管理技士（「土木」）

囗 1 級建築施工管理技士 

囗 2 級建築施工管理技士（「建築又は躯体」） 

建築士法による建築士 囗 1 級建築士，囗 2 級建築士 

職業能力開発促進法による技能検定 
囗 1 級とび･とび工 

囗 2 級とび･とび工に合格後，実務経験①年以上 

技術士法による技能検定 囗技術士（「建設部門」） 

国土交通大臣の登録を受けた試験 囗登録試験に合格した者（解体工事施工技士） ※1 

国土交通大臣が指定する講習を受け

｢省令｣で定めた経験年数を有する 

囗指定の講習を受講し(解体工事施工技術講習)，解体工事に関

し｢省令｣で定めた経験年数を有する ※2 

｢省令｣で定めた経験年数を有する 
囗工事に関し｢省令｣で定めた経験年数を有する 

（学校において｢省令｣で定めた学科を修めた者を含む） 
 

※1 (社)全国解体工事業団体連合会が実施 

※2 「省令」とは「解体工事業に係る登録等に関する省令」をいう 

（参照：国土交通省のリサイクルホームページ 建設リサイクル法の概要） 

削  除 



 

工事共通仕様書（電気・機械工事編）工事関係提出様式 新旧対照表 

           【現行】            【改定案】           【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 75 

標識 

 

 

建設副産物要綱の改正に

伴い削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 75号(副産物要綱第 12条第 4項関係) 

様式 9（第 12 条関係） 

 

 

標 識 

 

※解体工事業に係る登録等に関する省令第 8条（標識の掲示）から引用 

 

解 体 工 事 業 者 登 録 票 

商号，名称 

又は氏名 
 

法人である場合

の代表者の氏名 
 

登 録 番 号  

登 録 年 月 日  

技術管理者の 

氏名 
 

 

35cm 以上 

 

備考：技術管理者の氏名は，解体工事の現場に掲げる場合にあっては，当該現場に置かれる

技術管理者の氏名とする。 

 

2
5c
m
以
上
 

削  除 



 

工事共通仕様書（電気・機械工事編）工事関係提出様式 新旧対照表 

           【現行】            【改定案】           【備考】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 78 

再資源化等報告書 

 

 

 

建設副産物要綱の改正に

対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 78号（副産物要綱第 13条第 2 項関係） 

様式 10（第 13条関係） 

 

再 資 源 化 等 報 告 書 

 

     年   月   日 

（発注者） 

               様 

 

氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）             

(郵便番号   －    )電話番号   －    －      

住所                              

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 18 条第 1項の規定により、下記のとおり、特

定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。 

記 

 

１．工事の名称                                     

２．工事の場所                                     

３．再資源化等が完了した年月日       年  月  日 

４．再資源化等をした施設の名称及び所在地 

（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地 

   

   

   

   

５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用        万円（税込み） 

（参考資料を添付する場合の添付資料）※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など 

□再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの） 

□再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの） 

 

 

 

様式第 78 号（副産物要綱第 13条第１項関係） 

様式 3（副産物要綱） 

 

再 資 源 化 等 報 告 書 
 

   年   月   日

（発注者） 

                様 

 

（受注者） 

                 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 18 条第 1項の規定により、下記のとおり、特

定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。 

 

記 

 

１．工事の名称                                    

２．再資源化等が完了した年月日       年  月  日 

※マニフェストに記載されている再資源化を行う施設における処分を終了した年月日のうち、

最も遅いものを記載すること 

３．再資源化等をした施設の名称及び所在地 

（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

４．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用        万円（税込み） 
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別 紙 

（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

別 紙

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地 
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工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 92 

工事日誌（参考） 

 

 

提出不要となっているこ

とから削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様式第 92 号（参考） 

工  事  日  誌 
 工    種 施工箇所 作業内容 摘        要 

 
年 
 

月 
 

日 
(  ) 

 
天 
 

候 

 
気 
 

温 

 
そ 
の 
他 

    

 
年 
 

月 
 

日 
(  ) 

 
天 
 

候 

 
気 
 

温 

 
そ 
の 
他 

    

 
年 
 

月 
 

日 
(  ) 

 
天 
 

候 

 
気 
 

温 

 
そ 
の 
他 

    

 
年 
 

月 
 

日 
(  ) 

 
天 
 

候 

 
気 
 

温 

 
そ 
の 
他 

    

 
年 
 

月 
 

日 
(  ) 

 
天 
 

候 

 
気 
 

温 

 
そ 
の 
他 

    

 
年 
 

月 
 

日 
(  ) 

 
天 
 

候 

 
気 
 

温 

 
そ 
の 
他 

    

 
年 
 

月 
 

日 
(  ) 

 
天 
 

候 

 
気 
 

温 

 
そ 
の 
他 

    

 
  注）気温測定時刻は監督職員の指示する場合を除き午前９時とする。 

      摘要欄には，指示，協議等に関して記入する。 

      稼働日のみ記載する。 

 

    受注者名 現場代理人 主任(監理)技術者

       

 

削  除 
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工事共通仕様書 

（電気・機械工事編） 

（配管・土木工事編）共通 

 

様式 99 

現場閉所実績確認書 

 

 

仙台市水道局土木工事等

における週休２日工事実

施要領の策定に伴い削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参考様式第 99号（現場閉所実績（現場閉所率）の確認資料を監督職員に提示し確認を受けること） 

 

工事に係る打合せ簿 
 

発 議 者      □発注者      ■受注者 発議年月日         年    月    日 

発 議 事 項  □指示  ■協議  □通知  □承諾書  □提出   □届出  □その他（        ） 

工 事 名     第    号 

工 事 場 所  

（ 内 容 ） 

 仙台市水道局土木工事等における週休２日モデル工事試行要領 第８条「実施確認」に基づき、 

週休２日実施状況について協議します。 

①  工事着手日          年  月  日 

②  工事完成日          年  月  日 

③  週休２日対象期間          日（年末年始・夏季休暇除く） 

④  うち現場閉所日           日 

⑤  現場閉所率（④÷③）     〇〇.〇％  

 添 付図      葉，その他添付図書 

処 

理 

・ 

回 

答 

発 

注 

者 

上記について  □指示  □承諾  □協議  □通知  □受理  します 

              □その他（        ） 

     年    月    日  

受 

注 

者 

上記について  □了解  □協議  □提出   □届出  します 

              □その他（        ） 

    年    月    日  

条 

件 

 

 

 ＊ 該当する□にレ印を記入する。 

課・公所名 総括監督員 主任監督員 監督員 
布設工事 

監督者 
受注者名 現場代理人 主任(監理)技術者 

        

削  除 
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工事共通仕様書 
（電気・機械工事編） 
 
参考資料集 
浄水場等における請負業
者等の健康診断実施要領 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「浄水場等における請負
業者等の健康診断実施要
領」の改正に対応 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

浄水場等における請負業者等の健康診断実施要領 

（平成１８年３月２０日管理者決裁）

 

（趣   旨） 

第１条 この要領は、水道法第２１条及び水道法施行規則第１６条の規定に基づき、仙台

市水道局（以下「局」という。）が発注する、取水場、浄水場又は配水池（以下「対象

施設」という。）における請負工事や委託等に際しての水道水の汚染防止を目的とし

て、業務に従事する者の健康診断に必要な事項を定めるものとする。 

 

（実 施 事 項） 

第２条 健康診断は、対象施設において業務に従事する者を対象に、病原体がし尿に排せ

つされる感染症の患者（病原体の保有者を含む。）の有無に関して行うものとする。 

２ 病原体検索は、赤痢菌、腸チフス菌及びパラチフス菌を対象とし、必要に応じてコレ

ラ菌、赤痢アメーバ、サルモネラ等について行うものとし、急性灰白髄炎（小児麻

痺）、流行性肝炎、泉熱、感染性下痢症及び各種下痢腸炎にも注意するものとする。 

３ 病原体検索は、主として便について行い、必要に応じて尿、血液、その他について行

うものとする。 

４ 水道法第２１条第１項 の規定により行う臨時の健康診断は、第２項の感染症が発生

した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがあ

る感染症について第１項及び第３項に基づき行うものとする。 

 

（検査成績証明書の提出） 

第３条 請負業者等は対象施設で業務に従事する者を対象に、対象施設の立ち入り前に健

康診断を行い、検査成績証明書を提出するものとする。 

２ 検査成績証明書の有効期限は概ね６箇月とし、有効期限後にも対象施設に立ち入る場

合は新たに健康診断を行い、検査成績証明書を提出するものとする。 

３ 局が発注した他の請負工事や委託等に検査成績証明書が提出されている場合は、原本

の提出先を明記した上で写しを提出してもよいものとする。 

 

（適用の除外） 

第４条 対象施設を管理する担当課長が、業務に従事する者の立ち入り場所が限定され水

道水の汚染の恐れがないと判断した場合は、この要領の適用を行わないものとする。 

 

浄水場等における請負業者等の健康診断実施要領 

（平成１８年３月２０日管理者決裁）

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、水道法第２１条及び水道法施行規則第１６条の規定に基づき、仙台

市水道局が発注する、取水場、浄水場又は配水池（以下「対象施設」という。）におけ

る請負工事や委託等に際しての水道水の汚染防止を目的として、業務に従事する者の健

康診断に必要な事項を定めるものとする。 

 

（実施事項） 

第２条 健康診断は、対象施設において業務に従事する者を対象に、病原体がし尿に排せ

つされる感染症の患者（病原体の保有者を含む。）の有無に関して行うものとする。 

２ 病原体検索は、赤痢菌、腸チフス菌及びパラチフス菌を対象とし、必要に応じてコレ

ラ菌、腸管出血性大腸菌(O157 等)、赤痢アメーバ、サルモネラ及びノロウイルス等につ

いて行うものとし、急性灰白髄炎（小児麻痺）、流行性肝炎、泉熱、感染性下痢症及び

各種下痢腸炎にも注意するものとする。 

３ 水道施設所在地近傍において腸管出血性大腸菌（O157 等）感染症やノロウイルスが

流行した場合や、対象とされる感染症の流行している地域に水道業務に従事する者が渡

航した場合には、本人や本人と同居する者に対して発熱・下痢等がないことの確認を行

うものとする。発熱・下痢等の症状が見られる場合には、必要に応じて臨時の健康診断

を行うものとする。 

４ 病原体検索は、主として便について行い、必要に応じて尿、血液、その他について行

うものとする。 

５ 水道法第２１条第１項 の規定により行う臨時の健康診断は、第２項の感染症が発生

した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがある

感染症について第１項及び前項に基づき行うものとする。 

（検査成績証明書の提出） 

第３条 請負業者等は、対象施設で業務に従事する者を対象に、対象施設の立ち入り前に

健康診断を行い、検査成績証明書の原本又は写しを提出するものとする。ただし、検査

成績証明書の有効期限は、概ね１年とする。 

 

（適用の除外） 

第４条 対象施設を管理する担当課長が、業務に従事する者の立ち入り場所が限定され水

道水の汚染の恐れがないと判断した場合は、この要領は適用しない。 
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とする。 

２ 検査成績証明書の取扱いについては、個人情報を含むことに留意して慎重に行わなけ

ればならない。 

 

（附   則） 

この要領は、平成１８年４月１日から実施する。 

 

 

 （取扱い） 

第５条 健康診断の検査成績証明書の保存は、提出された日から起算し１年間とする。た

だし、記録がない状態を避けるため、対象施設で業務に従事する者が継続して従事する

場合は、少なくとも次の健康診断の結果が得られるまでは検査成績証明書を破棄しない

こと。 

２ 検査成績証明書の取扱いについては、個人情報を含むことに留意して慎重に行わなけ

ればならない。 

 

   附 則 

この要領は、平成１８年４月１日から実施する。 

附 則（令和８年１月１日改正） 

この改正は、令和８年１月１日から実施する。 

附 則（令和８年４月１日改正） 

この改正は、令和８年４月１日から実施する。 


